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実践報告

＊鹿児島県立鹿児島養護学校

二分脊椎の生徒に対する自己導尿確立に向けた効果的な
アプローチに関する実践研究

～医療的ケアと自立活動の指導を密接に関連付けた事例～

岩切　祐司＊

　医療的ケアを実施するにあたり、教員及び看護師が自立活動の内容を理解し、協働して指導することで一層の教育
的効果が期待できる。
　そこで、本研究では、他者とのかかわりが受動的であり、あぐら座位が不安定な高等部の二分脊椎の生徒に対する
自己導尿の指導プロセスを通して、多職種による効果的な連携・協働の在り方と、医療的ケアと自立活動の指導との
関連について検討した。その際、各指導者は専門職としての役割を認識及び発揮し、ケース会等でお互いの実践の成
果と課題を共有しながら継続的な支援・指導を積み重ねた。
　その結果、生徒Aは高等部卒業前に自己導尿を成功させるとともに、生活場面での行動変容も見られ、進学先へ
の生活にも大きな影響を及ぼした。多職種間で連携・協働した支援・指導は、生徒Aの自己導尿に必要な知識、技
能、態度及び習慣を養い、社会参加するためのキャリア発達を促進したことが推察された。

キー・ワード：医療的ケア、自立活動、自己導尿、チームアプローチ、自立と社会参加

Ⅰ　問題と目的
　文部科学省の調査結果（2012）によると、全国の公立
特別支援学校において、日常的に医療的ケアが必要な幼
児児童生徒は 7,350 名であり、全在籍者に対する割合は
6.4％である。対象生徒の割合は、看護師配置の増員な
ど医療的ケアに関する実施体制の充実に伴い、年々高
まっている。学校内で医療的ケアが実施されることによ
り、幼児児童生徒の生活リズムが安定し、授業の継続性
が保たれるため、一層の教育活動の充実が期待される。
その一方で、教員と看護師の連携・協働体制の確立や、
ケアの理念を共通の基盤とした授業づくりを充実させる
ことが課題として挙げられる。本来、医療と教育では、
目的や法的職域は明確な相違があるが、校内の組織的な
体制の整備（校内委員会の設置、看護師の配置等）を前
提に、一定の研修を受けた教員が特定の幼児児童生徒に
特定の医療的ケアを協働することは許容される（2004、
厚生労働省）。
　学校内で多職種の立場や役割の担い手が連携協働体制
を確立させるためには、Fig. １（2010、日本小児看護学
会）に示される重複領域と専門職固有の重ならない領域
を明確にしつつも、連携における情報の共有とコミュニ
ケーションの方法を高める必要がある。また、学校内で

医療的ケアを実施するにあたり、Fig. １の重複領域に含
まれる主体的な取組を促す自立活動の指導との密接な関
連を意識することも必要である。そこで本研究では、導
尿に関する医療的ケアを必要とする生徒Ａの事例を基
に、多職種間での効果的な連携の在り方と、医療的ケア
を実施するにあたり自立活動の指導との関連について検
討し、教育活動としての意義や価値を明確にしたい。

Fig. １　医療的ケアにおける各専門職の役割
（2010、日本小児看護学会に基づき引用）
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　ところで導尿とは、二分脊椎等の障害特性である膀胱
直腸まひにより、排尿筋が上手く調整できず、不随意に
尿が漏れる（又は尿が完全に出ない）ために規則的な完
全排尿をすることを目的に実施する医行為である。導尿
の具体的な医療的ケアの内容として、尿道口の清拭消毒
やカテーテルの挿入が挙げられるが、いずれも看護師の
みが実施することを許容されている。教員は、医行為に
あたらない尿器や姿勢の保持等の補助（2005、厚生労働
省通知により、医行為から除外）に限って支援すること
ができる。
　だが本事例では、ただ単に教員と看護師による導尿の
医療的なケア実施にとどまらず、生徒自身が導尿を実施
する（以下、自己導尿）手技獲得を目指すことを共通の
目標とした。そのプロセスにおいて、生徒自身が自己導
尿に必要な知識、技能、態度及び習慣を養うためには、
教育活動として担う役割があり、密接に自立活動の指導
と関連付ける必要があると考えられる。自己導尿を確立
するための教育的ニーズは、幼児児童生徒一人一人様々
であろうが、自己導尿が可能になれば、健康状態の維
持・改善という医療的な側面だけでなく、自立と社会参
加という教育的な側面からも生活の拡大は期待できると
思われる。
　そこで本研究では、２年に及ぶ継続的な支援・指導を
通して、医療的ケア実施における自立活動の指導と密接
に関連させた事例について検討する。その際、他者との
かかわりが受動的であぐら座位が不安定な二分脊椎の生
徒Ａに対して、多職種間で効果的に連携・協働するため
にはどのように学校組織として体制を構築すればよいの
か、また自己導尿を確立するためにどのような指導の内
容、方法が効果的であるのかを検討することを目的とす
る。
Ⅱ　事　　　例
１．事例の概要
　生徒Ａは、地域の中学校から特別支援学校高等部に入
学し、校内の看護師による導尿を開始した（うつ伏せの
姿勢で受動的な対応）。中学校までは母親が学校に付き
添い、全面的に支援（更衣、排尿、清拭、挿入）してい
た。高等部１年の３学期に看護師の見立て、保護者の要
望、生徒Ａの意思を確認してから必要な支援及び適切な
指導を開始した。
　高等部２年時に本格的に支援・指導に必要なメンバー
を招集し、チーム体制で改めて開始した。外部の専門家
である理学療法士（PT）にもケース会に１度参加して

もらい、その後も多職種による複数の意見を基に指導方
針（自立活動の個別の指導計画）を定期的かつ継続的に
協議した。
　本事例の結果、生徒Ａは自己導尿を成功させることが
できた。多職種間で連携・協働した支援・指導は、生徒
Ａの自己導尿に必要な知識、技能、態度及び習慣を養
い、社会参加するためのキャリア発達を促進したことが
推察された。
２．支援・指導開始時（高等部１年）の生徒の実態
⑴　対象生徒（生徒Ａ）
　下学年・下学部の指導内容を代替して編成する教育課
程に類する二分脊椎・水頭症の女子
⑵　身体的な特徴
　・　右凸の側わんがあり、変形予防の為、学校では体

幹用コルセットを付けている。
　・　水頭症も合併しており、幼児期にシャント手術を

している（経過は良好）。
　・　下肢は、知覚まひ（第５腰椎以下の神経障害）が

あり、随意的な動きは困難である。あぐら座位は不
安定で、日常的には割座か長座の姿勢をとる。自力
で車いすの移乗及び移動が可能である。

　・　上肢は、腕の伸展・屈曲に問題はなく、細かい作
業も可能である。

⑶　心理的な特徴
　・　言語的コミュニケーションは成立するが、特定の

場面（家庭など）や特定の人に限られる。自ら話し
かけることはほとんどない。

　・　生活動作での困難な状況では、自ら克服したり、
他者に改善をお願いしたりすることは少ない。他者
からの支援に依存的である。

　・　母子分離できていない場面が見受けられ、母の前
では特に精神的に弱い一面（甘える、泣くなど）を
見せることもある。

⑷　導尿に関する実態
　・　導尿は、一日５回（５：30、９：40、14：20、

17：30、21：30）必要である。摘便は、自宅で実施
する。

　・　定時による受動的な導尿であるため、排尿するこ
との意識は低い。

　・　うつ伏せでの導尿であり、清拭消毒や衣服の着脱
は看護師や母親任せである。

３．本事例の意義・価値
　チーム体制を構築後、関係者間（生徒Ａ、保護者、担
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任、看護師、自立活動専任、養護教諭）でケース会を開
き、自己導尿の確立と教育的アプローチに対する意義・
価値について共通理解がなされた。
⑴　「健康状態の維持・改善」の観点
　生徒Ａは、導尿開始時（生後７ヶ月～）から特に尿路
感染症への配慮が必要な状態であり、母親が全面的に導
尿に関する支援を実施してきた。そのため、生徒Ａは、
導尿に関して心理的、身体的に依存しており、導尿に必
要な清拭消毒の仕方や尿道口の位置など理解できていな
かった。生徒Ａの状態として尿漏れなどの心配はない反
面、貯尿感がないため、定時による導尿を実施しなけれ
ば膀胱炎や腎盂腎炎を起こす可能性があった。
　自立活動の内容（文部科学省、2009）には、「１　健
康の保持：⑵病気の状態の理解と生活管理に関するこ
と」がある。つまり生徒Ａは、自己導尿に関する指導プ
ロセスにおいて、自分自身に必要な生活様式についての
理解を深め、それに基づく生活の自己管理ができるよう
になることによって、将来の健康な生活を一層促進でき
ると思われる。
⑵　「自立と社会参加」の観点
　生徒Ａと保護者は、「将来、簡単な事務作業の仕事に
就きたい、就いてほしい。」という進路希望があった。
運動・動作面において、上肢の操作など機能的にはハン
ディキャップ（まひや奇形など）はなく、細かい作業や
パソコン等の事務作業能力は学習によって十分培える。
しかしながら、導尿が必要な身体的な状態であるがゆえ
に高等部卒業後も保護者が付き添うか、看護師等が配置
されている進路先に限定されてしまう。したがって、自
己導尿の確立は、キャリア発達を促進させ、進路選択・
決定にも大きな影響を及ぼすものと思われる。
　また、生徒Ａの趣味は、買い物やスポーツ観戦であ
る。しかし、４時間毎の導尿が必要であり、保護者が付
き添うか、もしくは４時間以内での母子分離という制約
がある。もし、自己導尿が確立すれば、将来の自己実現
及び余暇活動を充実させるためにも大変意義があると思
われる。
４．個別の指導計画
　自立活動の個別の指導計画を作成する上で自己導尿に
必要な条件、課題を改善・克服するための方針について
関係者間で協議した。「Table1」は、自立活動の個別の
指導計画作成のプロセスを示した様式（鹿児島養護学校
独自の「あいあいシート」）である。生徒Ａの実態から
目標を設定し、それを達成するために必要な内容（項

目）を選定し、相互に関連付けて、具体的な指導内容を
設定した。
⑴　自己導尿確立に必要な生徒Ａの条件
　［意識・意欲］
　・　自己導尿ができるようになることの利点や意義に

対する意識。
　・　自己導尿ができるようになりたいという強い願望

や意志。
　［知識・理解］
　・　尿路系に関する体の仕組みの理解。
　・　排尿することの理解（健康保持に対する自己管

理）。
　［運動・動作、認知］
　・　新たな姿勢の獲得（あぐら座位や膝立ち位）。
　・　カテーテル挿入のための空間認知把握。
　・　手指の巧緻性（カテーテル操作）及び指の触感覚

の向上。
　［コミュニケーション］
　・　実践に関する自己評価の内容を指導者へ伝達。
　・　指導者に対して必要な支援の依頼。
⑵　指 導 方 針
　高等部１年時は、多職種による連携・協働体制が構築
されておらず、看護師と自立活動専任Ａ（筆者）はお互
いの指導状況、課題や達成度の共通理解が不十分であっ
た。
　高等部２年に進級後、本人と保護者に改めて自己導尿
に関するニーズを確認した。「自己導尿を確立したい、
してほしい。」というニーズを受けて、自己導尿確立の
ために必要な指導の内容、方法、時間及び指導者を精選
し、校内での連携・協働体制を構築した。
　［支援・指導開始直後（高等部１年時）の指導方針］
　�　自己導尿に必要なカテーテル操作や姿勢作りが指導

内容の中心であった。
　・　自力でカテーテルを挿入するために股関節を開く

「あぐら座位」姿勢の獲得を目指す。
　・　手を消毒する必要性や体の仕組みを伝えたり、カ

テーテル等の袋を開けたりするなど自己導尿に対す
る意識を高める。

　・　看護師と自立活動専任間での情報交換、次年度に
多職種によるチームアプローチの必要性を確認し、
引き継ぎをする。

　［チーム体制構築後（高等部２年時以降）の指導方針］
　�　高等部卒業後の自己導尿確立を見据え、各指導者が
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役割を分担し、お互いの指導状況等を把握した。
　・　主体的な取組を促すことを共通認識し、生徒Ａが

「自分でする。」という態度及び習慣を育成する。
支援を必要とするかの判断及びその依頼ができるよ
うに指導する。

　・　清拭消毒の理解、カテーテル操作獲得を目指す。
　・　あぐら座位、膝立ち位の姿勢獲得を目指す。
　・　家庭学習場面を設定する（保護者の理解と協力）。
⑶　指導目標（年間目標、卒業後の目標）
　［高等部２年時の目標］
　・　自己導尿確立の意義・価値を理解し、関連する支

援・指導を受け入れながら、安心して意欲的に取り
組むことができる。

　・　左手を支えにしながら膝立ち位で姿勢保持し、右
手でカテーテルを自由に操作したり、尿道口の近く
まで手を伸ばしたりすることができる。

　［高等部３年時の目標］
　・　卒業後の自己導尿達成のための見通しをもちなが

ら、必要な課題や取組を理解し、粘り強く繰り返し
挑戦することができる。

　・　左手を支えにしながら膝立ち位で姿勢保持し、右
手でカテーテルを尿道口に挿入することができる。

　［卒業後の目標］
　・　日常的に自己導尿をすることができる。
Ⅲ　研究の経過と実践
１．指導者とその役割
　看護師と自立活動専任Ａで自己導尿に必要な条件を精
選した後、担任が指導者間のコーディネート役になり、
必要な時数や時間割調整、自立活動の抽出指導依頼をす
ることで指導者を配置した（Fig. ２）。各指導者が実践
Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの指導内容や目標達成状況、生活の様子を包
括的に把握できるように「指導の記録」をファイリング
し、回覧した。

Fig. ２　各指導者の主な役割と連携

※　抽出指導…特定の児童生徒に担任の判断等で指導依頼する自立活動の時間における指導
※　自立活動室での指導…�全児童生徒対象に学部・課程ごとに位置付けられた自立活動の時間における指導

（場所は，自立活動室に限らない。）



81

２．経過の概要
　本事例は、前任の看護師（生徒Ａが高等部１年時の看
護師）が自立活動専任Ａに自己導尿確立のためには多職
種によるチームアプローチの必要があると相談したこと
が発端である。教育支援計画に基づき、高等部２年時の
担任を中心としたチーム体制を構築して展開した。その
際担任は、指導の整合性や一貫性がなされるように、定
期的にケース会を設定し、生徒Ａの技能的な達成度だけ
でなく、導尿に関する意欲や関心、生活状況等も含めた
包括的な把握とその情報提供に努めた。また担任は、生
徒Ａが自分自身の状態や自己導尿の達成状況を理解する
ために、学習効果が期待できると判断され、本人の実感
や主張を確認する必要性がある場合には、ケース会に同
席するように促した。高等部卒業までに合計 10 回の
ケース会を実施した。
　生徒Ａの様子や変容として、高等部３年時には膝立ち
位が安定し、自己導尿の成功への見通しがもてると、意
欲的にカテーテル挿入の手技獲得を目指すようになっ
た。卒業前には、支援に頼ることなく、カテーテルを挿
入し、自己導尿を成功させることができた。生徒Ａの進
学先が決定し、保護者と医療機関との協議の結果、留置
式カテーテルでの導尿の方法を選択した。また、各実践
に関連する達成状況に対して自己評価し、課題設定を自
己選択・決定するようになった。そして、その評価内容
や連絡事項を各指導者に言語化して伝えるようになり、
その他の学習に対しても積極性が見られるようになっ
た。
３．研究の実践
　本事例での実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ（Fig. ２）は、「自己導尿
の確立」という共通の目標の下に展開されている。その
ため各指導者は、相互に関連している自立活動の指導内
容（Table1）を意識し、段階的に目標が達成できるよ
うに繰り返し授業改善を行った。つまり、導尿の実際と
なる実践Ⅲの評価に基づき、実践Ⅰ・Ⅱの指導内容を修
正すると同時に、実践Ⅰ・Ⅱの目標達成状況を実践Ⅲに
反映できるように各指導者がチームアプローチを意識し
ながら PDCA（Plan-Do-Check-Action）の指導サイクル
を展開した。
⑴　実践Ⅰ（自立活動専任Ａ）
　［具体的な指導内容］
　・　股関節や体幹の側部を主体的に弛めたり、動かし

たりしてあぐら座位や膝立ち位の姿勢を保持する。
　・　新たな姿勢獲得のプロセスにおいて動作遂行可能

感を味わいながら自己効力感や自己肯定感を高め
る。

　［経過と到達内容］
　※�　安定した膝立ち位の姿勢を目指し、リラクセー

ションの動作学習と抗重力姿勢による動作学習を必
要に応じて適宜、設定する。

　１段階：�仰臥位や側臥位で教師の援助に合わせながら
「弛める」と「動かす」の動作感覚を認識す
る。

　２段階：�あぐら座位で股関節を弛め、骨盤を起こした
り、寝かせたりする。あぐら座位の姿勢保持
をする。

　３段階：�（両手で支えて）膝立ち位の姿勢保持をする。
　　　　　�膝立ち位（支えあり）で右股関節を主体的に

曲げたり、伸ばしたりする。
　４段階：�自力（支えなし）で膝立ち位の姿勢保持をし

たり、その姿勢で重心移動をしたりする。
　　　　　�自己導尿を想定し、膝立ち位で股下からタオ

ルを探したり、つかんだり繰り返し（連続
で）する。

⑵　実践Ⅱ（自立活動専任Ｂ）
　［具体的な指導内容］
　・　尿路系に関する体の仕組みに関心を持ったり、導

尿に必要な知識を理解したりする。
　・　手指の巧緻性や触感覚を高めたり、空間認知を

培ったりする。
　［経過と到達内容］
　※�　「できるようになりたいこと」、「できそうなこ

と」、「できていること」を随時確認し、自己導尿に
対する意欲を維持・向上させる。

　１段階：（実践Ⅲの１段階でも設定）
　　　　　�泌尿器の位置や働きについて知る。
　　　　　�尿量の計算や尿の色の確認を行い、水分補給

の大切さを知る。
　　　　　�尿路感染症対策として、手洗いや清拭消毒の

必要性を知る。
　２段階：指の触感覚のみで素材や形状の弁別をする。
　　　　　ひも通しやビーズ通しをする。
　３段階：�車いす前で膝立ち位によるカテーテル操作模

擬練習をする。
　４段階：�保健室での自己導尿の実践をする（専任Ｂ

は、同席し、自立活動の内容で指導を継続す
る）。
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⑶　実践Ⅲ（看護師）
　［具体的な指導内容］
　・　自己導尿に必要な意欲、知識、技能を実践的に高

め、支援を受けながら成功体験を積む。
　［経過と到達内容］
　※�　段階的に支援の量を少なくし、自立を意識した導

尿へ移行していく。
　１段階：（実践Ⅱの１段階でも設定）
　　　　　�座位姿勢での導尿時（高等部１年５月）に尿

器を保持する。
　　　　　�一人で手洗い、水分補給をする。靴や衣類の

着脱について支援が必要な場合は依頼する。
　　　　　尿の色や量について観察、記録する。
　２段階：手洗い及び尿道口の清拭消毒をする。
　　　　　膝立ち位で尿道口を探し当て確認する。
　３段階：�言語による誘導（支援）を受けながら尿道口

付近でカテーテルを操作し、挿入する。
　４段階：自力でカテーテルを尿道口に挿入する。
Ⅳ　考　　　察
　本研究では、実践Ⅰを基に自立活動の指導計画作成の
根拠となるプロセス様式「あいあいシート（Table1）」
と照らし合わせながら、チームアプローチの必要性と妥
当性、医療的ケアと自立活動の指導との関連性について
考察する。また、自己導尿の確立に関わらず、各実践で
の支援・指導が自立と社会参加の教育的側面に及ぼした
影響やその効果ついて考察する。
１．多職種による連携・協働体制の必要性と妥当性
　生徒Ａが自己導尿を確立するための条件として主に
「①できるようになりたいという意欲、②導尿に関する
知識、③自己導尿時に必要な姿勢及びカテーテル操作技
能」が挙げられた。これらの条件を単独で改善・克服す
ることは、教諭の役割（Fig. １）としていずれも教育的
なアプローチにより可能である。「あいあいシート
（Table1）」において、具体的な指導内容を設定し、指
導の工夫をすれば、一定の目標を達成し、各条件の内容
を培えるかもしれない。
　しかしながら、本事例の最終目標である自己導尿を確
立するためには、導尿の実際場面こそが最良の学習環境
である。もし、全ての条件を連携なしに単独で改善・克
服したとしても自己導尿が成功する可能性は極めて低
い。なぜなら、それらの条件は、自己導尿を確立するた
めに導き出された十分条件であり、実際場面での包括的
に活用や応用するための基礎的な条件に過ぎない。本事

例において生徒Ａは、高等部２年時２学期末以降に膝立
ち位が２分程度保持できるようになったり、カテーテル
の操作技能が培われたりしていた。しかし、導尿の実際
場面では、十分に応用できずにいた。その後、初めてカ
テーテルの挿入に成功したのは、高等部３年時の２学期
末のことである。実践Ⅲは、単に導尿に関する医療的生
活援助行為にはとどまらない。つまり、実践Ⅰ・Ⅱで
培ってきたことに自信を持ちながら、繰り返し発揮でき
るかを試技できる学習の場、機会、そして生徒Ａの理解
者として自立を促す実践がなされていたからこそ、自己
導尿の成功につながったものと考える。このことから、
自立を促進するためには、導尿に関する医行為を許容さ
れている看護師の連携・協働なしには、指導目標は達成
できないと思われる。
　また、教員間でも校内の協力体制を効果的に活用しな
がら配置した。例えば、条件③に関しては、教育的なア
プローチであっても改善・克服できるように指導するた
めには、指導者側に専門的な知識や技能を有する必要が
ある。本校の場合は、指導システムとして自立活動専任
による抽出指導体制が整備されていた。また、本事例が
排尿等のプライバシーに関する実践であることから指導
内容によって、指導者の性別等も考慮した。つまり、指
導者側の専門性、生徒Ａの指導内容や実態から実践Ⅰに
自立活動専任Ａ（男性）、実践Ⅱに自立活動専任Ｂ（女
性）が別々に配置される必然性があった。
　そして、チームアプローチする上で欠かせない存在で
あったのが、担任のコーディネート役であり、養護教諭
のトータルサポートであった。実際に実践Ⅰ・Ⅱの各指
導者は、ケース会が適宜設定されることで本来の役割、
指導の意義や方向性を再確認し、看護師の評価に基づき
指導内容の修正をすることができた。一方、看護師も医
療現場における臨床経験を基に医療に関する知識や情報
を積極的に提供した。そして、教育現場での実践という
ことを踏まえ、自立活動の考え方を共有したり、その他
の授業に配慮したりしながら実践Ⅲを進めることができ
た。
　各指導者は、自身の役割（Fig. ２）を認識しつつ、お
互いの実践や専門性に敬意を払いながら、信頼関係の中
で連携・協働を繰り返した。各実践での成果は、点から
線でつながって、最終的に一枚岩（面）となり、バラン
スを維持しながら生徒Ａを組織的・計画的・専門的に支
援できたのではないかと考える。
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Table1　自立活動の個別の指導計画作成のプロセス様式「あいあいシート」

収集した情報を自立活動の区分に即して整理 HO年度(高等部2年時)

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把揚 身体の動き コミュニケーション

ー尿路感染予防(清潔 ー情緒は安定してい ー他者との信頼関係 -0肢は知覚まひで -1::肢操作，手指活 ー3語文以 kの会話

実
の保持など)が必要 る。 が築かれないと自ら 触感覚や運動感覚は 動などは器用である になると理解しにくい

である。 -特定の人や初めて やりとりしない回 ない。 が，下肢は運動まひ ことがある。
態 -4時間ごとの導尿が の場面なEでは，会 -集団活動には積極 -ボディイメージキ空 がある。 -言葉は明瞭に発音

把
必要である(摘便は 話が続きにくい(返答 的に参加できるが， 間認知は低い。 -普段の床座位は， できるが_2語文程度

自宅のみ)。 のみ)。 会話することは難し 害j且きが多い。 の会話が多い。

握 -右凸の側わんがあ し、e -あぐら座位の姿勢で
り，体幹用コルセット は..童心が右になり，
を装着している。 後ろに倒れやすい。

-祷清に気を付ける。

く7 身体関，身体の状況(後ろ関)

いくつかの指導目標の中で優先する目標として HO年O月
-膝立ち位で自己導尿を成功することができる。 (豊博外科樟静結果)

指導 -場や状況，内容に応じた話を理解し，質問に的確に答えたり，伝言や

目標 依頼などをしたりすることができる。 右凸側わん

右股関節拘縮

U 右膝屈曲拘詰/¥日現)
左膝屈曲拘 (-20度)

指導目擦を達成するために必要な項目の選定

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

選れ項定たさ

(2)病気の状態の理 (2)状況の理解と変 (2)他者の意闘や感 (4)感覚を総合的に (1)姿勢と運動・動作 (3)言語の形成と活

解と生活管理に関す 化への対応に関する 情の理解に関するこ 活用した周囲の状況 の基本的技能に関す 用に関すること
ること こと と の把握に関すること ること (5)状況に応じたコ
(3)身体各部の状態 (3)自己の理解と行 (5)認知や行動の手 (3)日常生活に必要 ミュニケ]シヨンに闘

の理解と養護に関す 動の調整に関するこ 掛かりとなる概念の形 な基本動作に関する すること

日
ること !:: 成に関すること こと
(4)健康状態の維

持・改善に関すること

「自立活動学習内容要素表Jから必要な学習の要素のまとまりく 〉と学習内容を取り出す。

健康の保持 心理的な安定 人間関係の形成 環境の把握 身体の動き コミュニケーション

立自

く病気の状態と理解 く状況の変化への対 く感情の理解〉 くボディイメ]ジ〉 く不適切な筋緊張〉 く文の習得〉

と改善〉 処> (3)自分と他者の気 (2)身体の位置感覚 (1)体幹をゆるめる。 (3)文章で表現する。

(1)病気の状態や体 (3)人前でも落ち着 持ちの程度は，同じこ を知る。 く座杭〉 く状況に応じたコミュ

質を豆しく理解する。 いて適切な行動がと とや違うことがあること (3)身体各部位に自 (4)支えなしで座{立を ニケーション〉

く症状の進行防止〉 れるようになるα を知るα 分で触れる。 保つ。 (1)相手の立場や気
(2)側わんを防ぐ。 〈自己認識〉 く触知覚> く膝立ち位〉 持ちなどに応じて，そ

(3)栂癒を防ぐ。 (2)いろいろな活動を (2)いろいろな物を (4)膝立ち位を保つ れにふさわしい行動

く病気の予防〉 通して，経験の幅を 触って事物を弁別す く排現世動作〉 や言葉づかいをす

(3)感染症の予防に 広げる。 る。 ※膝立ち位で導尿す る。
努める。 〈空間(位置)把握>る。

自分の身体における
空間関係を知る。

事協議官Z吋マ三三ミ主主さ的れなた指項導目内を容関を連設付定けてC¥¥ 

戸-戸

二二一J ア---戸-戸E /〆' ¥ぷ
あぐら座位や膝立ちで -導尿に必要な体の仕組 自己導尿に必要な意 集団の中や慣れない人

容指導内 具体的な

姿勢を保持できるようにす み等の知識を理解する。 欲，知識，技能を実践的 に対しても，普段通り言

る。 -手指の巧敏性や触感覚 に高め，援助を受けなが 語表現できるようにする。

動作改善しながら自己 を高めたり，空間認知を ら成功体験を積む。

肯定感を高める。 培ったりする。

|指導場面 実践 l(専任A) 実 践n(専将B) 実践m(看護師，担任) 教育活動全体を遇しての指導
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２．医療的ケアと自立活動の指導との関連性
　チーム体制構築後のケース会には、理学療法士（病院
でのリハビリ担当者）も加わった。生徒Ａの実態と補助
的手段の活用、医療現場での取組を考慮し、自己導尿を
達成するための指導方針を多角的に協議した。指導方針
を導く視点として、まず生徒Ａの意思確認や保護者の意
向を踏まえ、指導による目標達成の可能性、さらには多
職種が連携・協働するための環境整備等を整理しなが
ら、生徒Ａも含めた全支援者が共有・了解できるように
話し合いを進めた。ケース会では、車いすの改造や専門
機関である泌尿器科での短期入院などの意見も挙げられ
た。協議した結果、自己導尿確立のためには生徒Ａを心
身ともに支援し、自立を促進させることが必要であり、
医療機関からの情報を必要としながらも学校でのチーム
アプローチによる継続的な指導が有効であるという仮説
を導いた。
　そこで、膝立ち位で前方よりカテーテルを挿入する方
法を実現するための指導計画を作成し、指導者の役割を
分担した。膝立ち位による自己導尿を選択した主な理由
としては、カテーテルを挿入するための空間が必要で
あったことと、右手が尿道口に届く姿勢が必要であった
ことが挙げられる。
　実践Ⅰでは、主に膝立ち位の姿勢獲得が主な指導内容
であった。膝立ち位を獲得することは、カテーテルの操
作性や挿入するための安定性の向上、繰り返し試技する
ための集中力の維持など、自己導尿確立のために重要な
意味があると捉えられた。そのため、自立活動の指導計
画を作成する上で、自立活動の内容（文部科学省、
2009）の「５　身体の動き：⑴姿勢と運動・動作の基本
的技能に関すること」を中心とし、姿勢保持や動作を評
価基準の対象とした。膝立ち位の姿勢獲得が自己導尿の
十分条件であるため、自立活動専任Ａは、看護師や担任
に対して導尿場面（実践Ⅲ）での膝立ち位の状況を確認
するように依頼した。そして、実践Ⅰが実践Ⅲに反映さ
れているかどうかの検討材料とした。その一方、看護師
は、膝立ち位の到達状況の確認、導尿時に姿勢が安定す
るための視点など実践Ⅰの成果を把握し、それらを活用
及び応用していくことが自己導尿を促すための支援とし
て必要であると実感していた。
　これらのことから、自己導尿の指導プロセスにおい
て、医療的ケアの実施内容と自立活動の指導内容を密接
に関連付ける必然性があり、相乗効果による生徒Ａの成
長・発達が期待できるものと考えられる。

３．各実践が生徒Ａの生活全般へ及ぼした影響
　本事例は、自己導尿の確立を目的としてきたが、指導
プロセスにおいて、生徒Ａの行動様式が変容し、生活全
般へ影響を及ぼすようになった。
　生徒Ａは、本取組の以前は導尿の行為に対して、うつ
伏せでテレビを見たり、本を読んだりするなど支援者
（保護者や看護師）に対して依存的であった。健康の保
持を中心とした排尿目的（医療的生活援助行為）のみを
考えるとうつ伏せは支援しやすいかもしれない。しか
し、うつ伏せの姿勢は、受動的な姿勢である上に視覚的
にも下肢が捉えられない。結果として、お任せ状態に
なってしまい、教育的な成長は期待しにくい。さらに生
徒Ａは、下肢の全域が知覚まひであることから感覚的に
も意識が低くなりやすい。
　川間（2010）は、肢体不自由児に見られる社会性の発
達が困難である理由の一つとして、介助されることの問
題を挙げている。肢体不自由児は、幼児期から日常生活
動作（食事や、排泄、着替え、入浴など）への介助が必
要となることが多い。子どもに動作する能力があるにも
かかわらず、動作の遂行に時間がかかってしまうために
すべての介助を保護者が行っている場合も少なくない。
つまり、肢体不自由児は、成長・発達過程において自力
で成し遂げる経験が乏しかったり、自己選択する機会が
少なかったりしているため欲求が満たされない状態が日
常的に続いている。やがては介助者に対して依頼すらし
なくなったり、成し遂げようとする意欲が低下したりし
てしまう。このような行動様式は、支援・指導を開始す
る以前（高等部１年時）の生徒Ａにもあてはまる。
　しかし生徒Ａは、各実践を通して、目標達成状況や指
導の内容、自分自身の感情及び必要とする支援等を各指
導者に言語化して伝えることが増えてきた。さらに高等
部３年時には、学校行事の実行委員長に自ら立候補した
り、校外での現場実習先を自己選択したりするように
なった。また、集団の前でも大きな声で発表することが
増えたり、会話がうなずきだけでなく、３語文程度で話
すことが多くなってきたりした。学校では、実践Ｉ・
Ⅱ・Ⅲに限らず、自立活動の個別の指導計画を中心とし
た教育活動全体を通して、必要な支援と適切な指導を
行ってきた。つまり、これらの行動変容は、個別の指導
計画に基づき、指導実践を一貫して継続させたことに
よって促進されたのではないかと考える。
　その中の指導の一つに位置付けられる実践Ⅰは、特に
有効的に影響を及ぼしたのではないかと考える。実践Ⅰ
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は、動作改善を目的とする臨床動作法を適用した（筆者
は、日本リハビリテイション心理学会認定のトレーナー
有資格者）。臨床動作法では、動作を単なる身体運動の
結果だけでなく、心理過程（意図－努力－身体運動）と
して捉え、体験の仕方の変化なしには動作の変化は起き
ないとしている。つまり、動作課題遂行のプロセスに生
じる不安感、不能感、困難感などの体験は、援助によっ
て動作が改善されるのに伴い、新たな体験として、安心
感、有能感、達成感などを実感することにつながってい
たのではないかと考えられる。具体的には、膝立ち位で
は腰を弛めたり、動きをコントロールしたりしながら自
体軸の体験の在り様を実感できるように指導していた。
生徒Ａは、下肢が知覚まひのため、踏みしめる感じを膝
の触感覚では実感しにくい。しかしながら、腰の動きを
修正・照合するプロセスを通して、自体軸を実感する体
験を味わうことができた。だからこそ、結果として動作
改善され、膝立ち位での姿勢保持が可能になった。さら
にそれらの体験は、自己導尿場面による意図的な指導プ
ログラム（実践Ⅲ）を通して、繰り返し培われていた。
　徳永（2010）は、「自らの目標にチャレンジし、でき
る体験を積み重ね、周囲の人々から褒められ、認められ
ることで、セルフエスティーム（自己肯定感）は高めら
れる。」としている。Fig. ３にあるように、生徒Ａは、
実践Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを通してセルフ・エスティームを高める
ことで、自分らしい生き方を確立するプロセスがあった
のではないかと考える。実践Ⅰで生徒Ａは、膝立ち位の
姿勢を安定させるためには、右股関節及び左腰を伸ばす
努力の仕方が必要であると自己評価していた。その評価
に基づき、膝立ち位姿勢保持時間を自らタイマーで設定
し、挑戦することができた。また、夏季休業中などで
は、評価の観点を示した「がんばりカード」を参考に意

欲的に挑戦することができた。
　したがって生徒Ａは、各実践での「できる（できた）」
体験を積み重ね、その目標達成状況を自己評価すること
で自己肯定感が高まり、導尿場面に限らずその他の生活
場面での行動変容につながったものと考える。本研究の
本来の目的ではなかったが、社会性の発達やキャリア発
達を促進させるためには、生徒Ａ自身が将来の生き方や
自立を考え、障害の特性や状態を理解できるような視点
で支援することが重要である。生徒Ａが自力でカテーテ
ル挿入の可否を見極め、成功するよう努力の仕方を工夫
したり、自分から支援を依頼したり、また尿の量や色か
ら体調等を判断したりすることは、自己選択的な将来設
計に結び付き、豊かな健康生活の維持につながるはずで
ある。
Ⅴ　研究の成果と今後の課題
１．研究の成果
　医療的ケアと自立活動の指導を密接に関連付けること
で、多職種の専門性を効果的に発揮できた。
　・　多職種が連携・協働するためには、指導者・場・

時間等をコーディネートする役割が必要であり、お
互いの役割を認識、尊重したチームアプローチが有
効である。

　・　生徒Ａは、カテーテル挿入を成功させ、卒業後の
留置式カテーテルでの自己導尿を確立させた。

　・　本実践は、生徒Ａの生活経験を拡大させ、卒業後
の自立と社会参加の質を高めた。

２．今後の課題
　・　多職種による継続的な指導を展開するためには、

各指導者がさらに専門性を高めつつ、校内に指導及
び支援システムを確立するなど組織的な専門性を高
めることが必要である。

　・　自己導尿を確立にするためには、教育支援計画と
してどのような移行支援体制（期間、目標設定、指
導内容）が望ましいのか、本事例以外にも小学部や
中学部段階からの事例等も検討する必要がある。

　・　本事例をさらに検討するためにも ICF（国際生活
機能分類）の考え方、また病院での取り組みの場合
など医学的な方針や考察、導尿に対するリスクマネ
ジメントの取り組みの視点など多角的に検証してい
く必要がある。

Fig. ３　セルフ・エスティーム（2010、徳永）
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付記
　本事例の投稿にあたって、快諾及び協力して頂きまし
た生徒Ａと保護者に心よりお礼を申し上げます。また、
原稿の協力を快くしていただいた鹿児島県立鹿児島養護
学校の今田フサ子先生（看護師）、東　真由美先生（担
任）、増田由美子先生（自立活動専任Ｂ）に感謝いたし
ます。
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